業務委託仕様書

１．業務名
「リモート展示商談会」の開催業務委託

２．業務の目的
対面型の商談会の開催や企業の参加が困難となる中、長崎県内食品製造業者の振興を図るため、県内食料品製造業者と首都圏バイヤーなどとの、リモート商談会を開催し、出店企業が、商品の魅力を伝えながら、販路拡大することを支援する。

３.展示会の概要
[bookmark: _Hlk49272448](１)開催日：令和２年１２月以降の５日間程度
(２)実施方法：インターネットを活用して非接触型で実施

４．委託業務の内容
リモート展示商談会の開催等に係る業務一式

５.仕様等
(１) Webサイトのイメージ
    各出展企業の製品を、バイヤーへ効果的にＰＲでき、スムーズなWeb商談が可能な構成とする。
健康・機能性食品の特集ページを作成する。
出展企業の負担で実施可能なオプションがあれば、提示する。
(２)バイヤーの募集等
出展企業が商談をしたいと考える、首都圏等のバイヤーを募集する。
開催後に、バイヤーへのヒアリングを行う。
(３)リモート展示商談会の開催
出展企業は60社程度以上で想定する。
出展企業とバイヤーのマッチングがスムーズにできるよう調整する。
ITに強くない企業でも、円滑に参加できるよう工夫する。
バイヤーがいる会場へサンプル商品やレシピ等を送付し、バイヤーに試食してもらう。
(４)出展企業のサポート等
バイヤーとのマッチング等のサポートを行う。
開催後に、商談実績ヒアリングやアフターフォローを実施する。
[bookmark: _GoBack](５)実施スケジュール
・令和２年１２月からリモート展示商談会を開催できるような、スケジュールを提案する。

６.契約期間
契約日から令和３年２月２８日

７.完了報告
・Webサイトの画像、リモート展示商談会の実施状況を撮影した写真、商談や成約見込の実績等を整理した書類２部およびこれらの電子ファイル（ＰＤＦおよびＪＰＥＧ）を格納したＣＤ-ＲまたはＤＶＤ-Ｒ１枚を提出すること。

・上記成果物（写真・デザイン含む）が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物に該当する場合は、当該著作物にかかる著作権は引渡し時に、長崎県食料産業クラスター協議会に無償で譲渡するものとする。

８.納品場所（郵送可）
〒８５０－００３１　長崎県長崎市桜町４－１　長崎商工会館９階
長崎県食料産業クラスター協議会事務局（長崎県中小企業団体中央会　工業振興課内）
担当：　神原、嶋本
電話　０９５－８２６－３２０１
